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熊
本
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

熊
本
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
毎
月
の
第
二
土
曜
日
及
び
第
四
土
曜
日
」
を
「
及
び
土
曜
日
」
に

改
め
る
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
連
携
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
）

第
六
条
の
二　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
（
以
下
「
連
携
型
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、

　

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
五
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、

　

同
表
下
欄
に
掲
げ
る
中
学
校
（
以
下
「
連
携
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育
と
の
一
貫
性
に

　

配
慮
し
た
教
育
を
施
す
た
め
、連
携
型
中
学
校
の
設
置
者
と
の
協
議
に
基
づ
き
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　

前
条
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

連
携
型
高
等
学
校
は
、
連
携
型
中
学
校
と
連
携
し
、
そ
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
章
中
第
三
節
を
第
四
節
と
し
、
第
二
章
第
二
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

　
　
　

第
三
節　

学
校
評
議
員

　

（
学
校
評
議
員
）

第
七
条
の
二　

学
校
に
、
学
校
評
議
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

学
校
評
議
員
は
、
校
長
の
求
め
に
応
じ
、
学
校
運
営
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

学
校
評
議
員
は
、
当
該
学
校
の
職
員
以
外
の
者
で
教
育
に
関
す
る
理
解
及
び
識
見
を
有
す
る
も
の
の

　

う
ち
か
ら
、
校
長
の
推
薦
に
よ
り
、
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。

　

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
司
書
教
諭
）

第
十
五
条
の
二　

学
校
に
、
司
書
教
諭
を
置
く
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

　

で
な
い
。

２　

司
書
教
諭
は
、
教
諭
の
中
か
ら
委
員
会
が
命
免
す
る
。

３　

司
書
教
諭
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
に
関
す
る
専
門
的
職
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　

第
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
、
「
監
視
」
を
「
巡
視
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

熊
本
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則

第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
の
表
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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連
携
型
高
等
学
校

熊
本
県
立
小
国
高
等
学
校

熊
本
県
立
天
草
高
等
学
校
天
草
西
校

連
携
型
中
学
校

小
国
町
立
小
国
中
学
校

南
小
国
町
立
南
小
国
中
学
校

天
草
町
立
天
草
中
学
校

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
1
4
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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